
（フ リ ガ ナ）
氏 名

申請者
との
続柄

生年月日
令和６年１月１日時点

の住所
異なる場合は６年１月１日時点

の住所を記載
令和６年度

住民税課税状況

加算対象児童
（平成１８年４月２日から

令和７年７月３１日
生まれの方のみチェック）

1 本人
□現住所と同一
□異なる

□非課税
□未申告

（申請者）

2
□現住所と同一
□異なる

□非課税
□未申告

□同一世帯
□別世帯
□新生児（令和６年１２月
１４日以降に出生）

3
□現住所と同一
□異なる

□非課税
□未申告

□同一世帯
□別世帯
□新生児（令和６年１２月
１４日以降に出生）

4
□現住所と同一
□異なる

□非課税
□未申告

□同一世帯
□別世帯
□新生児（令和６年１２月
１４日以降に出生）

5
□現住所と同一
□異なる

□非課税
□未申告

□同一世帯
□別世帯
□新生児（令和６年１２月
１４日以降に出生）

令和６年度物価高騰重点支援給付金申請書（請求書）

岡山市長 殿

１．申請・請求者（世帯主）

裏面も必ずご確認ください

（フ リ ガ ナ）

氏 名 生 年 月 日 現 住 所

大正・昭和・平成・令和

年 月 日

〒

電話 （ ）

受領日

２．申請者が属する世帯の状況

・令和６年１２月１３日時点の全ての世帯構成員について記載してください。

（別世帯で生計を同一にしている児童や令和６年１２月１４日以降に生まれた新生児がいる場合は当該児童も含めて記載してください。）
・１８歳以下（平成１８年４月２日生まれ以降）の児童がいる場合、「加算対象児童」欄の該当する区分にチェックしてください。
・令和６年１月１日の住所が現住所と異なる場合、令和６年１月１日時点の住所を枠内に記載してください。

４．振込口座

・原則、１．申請・請求者の口座とします。
・ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名・店番号・預金種別・口座番号「７桁」（通帳見開き下部記載）、口座名義人を記入してください。

口座名義人（カナ）

金融機関名 金融機関コード 支店名 店番号 種別 口座番号（右詰めで）
1.銀行 5.農協
2.金庫 6.漁協
3.信組 7.信漁連
4.信連

本店・本所
支店・支所
出張所

1普通

2当座

大・昭・平・令

年 月 日

大・昭・平・令

年 月 日

大・昭・平・令

年 月 日

大・昭・平・令

年 月 日

３．監護申立 （２で別世帯の児童を申請する場合は必ず記載してください。）

私（申請・請求者）は、別居している児童を監護し、生計を同一にしていることを以下の通り申し立てます。

（１）別居の理由について（該当するものに〇をしてください。）

・ 仕事の都合上、単身赴任をしているため ・ 児童の進学、通学のため

・ その他（ ）

（２）監護、生計同一または生計維持の状況（面会、仕送り等について）

（ ）



□ 『令和６年度物価高騰重点支援給付金申請書（請求書）』（本書）

□ 『申請・請求者本人確認書類』の写し（下記のいずれか１点）
・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（顔写真がある面）、年金手帳、パスポート、在留カード等

□ 『振込口座が確認できる書類』の写し（下記のいずれか１点）
・郵便貯金通帳、銀行預金通帳、キャッシュカード等（金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる面）

□ 令和６年１月１日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和６年度住民税課税証明書』の写し(コピー)
・令和６年１月１日時点の住所が岡山市外の方全員分
（１８歳以下（平成１８年４月２日生まれ以降）の児童については不要です。）

□ 『令和６年１月１日時点の住所が分かる書類』の写し（コピー）
・戸籍の附票、在留カードの裏面(外国籍の方）等
・令和６年１月２日以降、２回以上転居（岡山市内での転居は除く）した方全員分

以下、別世帯の児童を申請する場合のみ必要

□ 『申請者（世帯主）と対象児童との関係が分かる書類』の写し（コピー）
・戸籍全部事項証明書等

□ 『対象児童の令和６年1２月１３日時点の住所が分かる書類』の写し（コピー）
・戸籍の附票、住民票等

【対象となる世帯】（以下をすべて満たす世帯）

①基準日（令和６年１２月１３日）に岡山市に住民登録がある世帯

②令和６年度住民税（個人市県民税）が誰も課税されていない世帯

③令和６年度住民税が課税されている者の扶養親族などのみでない世帯

（税法上の扶養を受けているか分からないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。）

④令和５年１月から１２月中に住民税が課税となる所得があるのに申告していない者がいない世帯

⑤租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいない世帯

⑥他自治体で、本給付金と同様の給付金（１世帯あたり３万円）を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含まない世帯

⑦令和６年１月２日以降に入国した者を含む世帯の場合、令和５年中に住民税が課税となる所得相当の収入があるものが

いない世帯

【加算対象となる児童】（以下をすべて満たす者）

①基準日（令和６年１２月１３日）に生計を同一にしている１８歳以下（平成１８年４月２日生まれ以降）の者

又は令和６年１２月１４日から令和７年７月３１日までに生まれた者

②基準日に里親に委託または児童養護施設・乳児院等に措置入所していない者

③別の世帯で加算対象となっていない者

【同意事項】

①給付金の支給要件を審査するため、岡山市が必要な住民基本台帳情報、税情報等の公簿の確認を行ったり、必要な資料の

提供を他の行政機関等に求めたり提供したりすること。

②公簿等で確認できない場合、岡山市が関係書類の提出を求めること。

③申請に不備があり、令和７年６月２０日までに必要な修正が行われたことが確認できない場合、岡山市が給付金の申請を

取り下げたとみなすこと。

④振込口座に不備があるため振込が完了せず、令和７年７月３日までに必要な修正が行われない場合、岡山市が給付金の受給

を辞退したとみなすこと。

⑤偽りその他不正の手段により給付金を受給した者は、給付金返還の求めに応じること。

！

申請者氏名令和 ７ 年 月 日

対象となる世帯をすべて満たしていることを確認し、同意事項に同意することを誓約します。

記載漏れや添付書類の不備はありませんか。（不備がある場合は給付を受けられません。）

提出書類


